２１－２定　一般質問原稿（総合）　　　　　　　　　　　　　　　　　H21/2/26現在
佐久総合病院再構築問題につきましては、村井知事を先頭に粘り強い調整役に努められ、知事裁定案により両者から承諾を得られたことは、建設等にむけて課題は残されているものの、本県の中核病院としての位置づけと責任ある役割を果たすうえで、大きな進展を見られたことは評価できるものであります。
改めて村井知事をはじめ三者協議に携ったご関係の皆さんに、敬意と感謝を申し上げ質問に入ります。

１－１

県民の声をどのように反映させていくのか
村井知事は、「住民に最も近い基礎的な自治体である市町村が、主役となることが必要です。」として、「81市町村が主役の県政」を目指した県政運営をされてきております。その一つの行動に「ボイス８１」と銘うって、各地域の市町村長の皆さんと意見交換の場をもたれて、既に10広域で3回目の開催が行われています。これらの姿勢と行動に対しては、地域の振興を推進する上においても評価できるものであります。
その地域振興を推進していくためにも、「ボイス８１」で出された意見を如何に受け止め、いかに施策に反映されるかが大切であります。
そこで県下全ての地域の例を挙げるわけにもいきませんので、身近な例で恐縮ですが佐久地域を例にとって質問いたします。
　佐久広域連合では地域共通の政策課題として、佐久地域全体で甚大な被害を被っている「野生鳥獣対策」を取り上げました。これは私も以前に質問や提案をさせていただきましたが、一市町村で対策を講じても大きな成果は得られないのが実情であり、これは全県的な課題でもあります。
鳥獣被害対策は地域産業経済の振興や、地域住民の安全を確保するためにも深刻な課題であります。これらに対し知事及び関係部長は、一部国の支援策や県支援策を紹介し活用などをと答弁されておりましたが、一方で地域にあった調整・支援をします、などと答えられています。
　これら「ボイス８１」で出された意見・提案に対し、各地域会議以降どのような検討をされ、来年度予算及び施策にどのように反映されているのか、関係部局長及び知事にお尋ねいたします。
①　佐久圏域　野生鳥獣対策計画、有害鳥獣捕獲個体活動計画の策定や、計画に基づく事業の実施に当たり、財政支援も含め総合的な支援をお願いしたいとの質問に対し、それぞれの補助事業により地域にあった支援をしてまいりたいと応えておられるが、地域にあった支援とは具体的にはどのよう支援策か。林務部長にお伺いいたします。
②　湧水や地下水を主な水源としている佐久地域において、駆除した鳥獣の現地での埋め立ては、水質汚染が心配である。との質問に対し、水道などの水質汚染の件は、シカを埋めたことによるのか、増えたシカによる糞の大腸菌の汚れなのか、明確でないので調査が必要であると地方事務所長は答えておりましたが、現実に汚染の心配があるとすれば大きな問題であります。今後に向けて調査など、どのような対応をなされるお考えか環境部長にお伺いいたします。
③　高齢化した猟友会の支援強化については、副知事は猟友会員が最盛期の４分の１弱に落ち込んでいるので、何とかハンターを養成・育成していく手立てを講じなければならないと、お答えになっておられるが、どのような手立てを講じるお考えか。林務部長にお伺いいたします。
④　県境を越えた広域管内での一斉駆除が、一番効果があるので広域で一斉駆除を行う強化月間を設定して欲しい。との質問に対しては、広域的対応による強化月間について研究してみたいと副知事はお答えされていました。佐久管内では来月から一ヶ月間強調月間を設け、一斉捕獲を実施することになりましたが、隣接する他県との連携を含め、来年度のいつ頃、どのような施策をお考えになっておられるのか。副知事にお伺いいたします。
⑤　官・学・民連携によるシカ肉加工処理施設の誘致をしたいとの町では、農水省の鳥獣害防止総合支援事業の対象で、国より50～55％の補助が受けられるが、県においても4分の１の補助をお願いしたい。との要望に対し、ペットフード市場は２千億円くらいあるといわれているので、できるだけ早く商品化に持っていくよう取り組ませていただいている。と説明されていたが商品化に対する取組みの現状はどのようになっているのか。また、補助体制はどうお考えか。商工労働部長・林務部長にお伺いいたします。
　そのほか個別的な提案・要望等について、多数出ておりましたが、本県の農業の中において大変重要なウエイトを占めている畜産経営の臭い対策について、畜産経営が危機的状況のため、夏場に限って脱臭剤を農家に無料で配布しているという町は、県でも助成をお願いできないか。と切実な要望がありました。
⑥　知事は現地機関の「家畜排泄物及び臭気対策支援チーム」で受けさせていただき、補助の問題はどうするかよく考えさせていただくとお応えされていますが、来年度に向けて具体的な施策等どのようにお考えになられ、予算にどう反映されておられるのか。知事にお伺いいたします。
⑦　知事は「ボイス８１」の各地域会議以降、多くの要望や提言をお聞きし、どのような検討をされ、来年度予算及び施策にどのように反映されようとされてきたのか。また、どのような指示をされてこられたのでしょうか。知事にお伺いいたします。
１－２

野生鳥獣についてお応えいただきましたが、やはりこの対策は個体数調整が大きな課題であろうと考えますので、取組みの強化を強く望むものであります。

1 そのためにも、ハンターの養成・育成等は速やかに実施していただきたいと思います。ただ、有害鳥獣駆除は猟友会しかできません。猟友会員は地域のためにと頑張っておりますが、これも限界があります。現況では猟友会は趣味の方の集まりだから、ただ当然でやらせても良いとの考えがあるのではないかと思えてなりません。どのようにお考えになっておられるのか、お尋ねいたします。（林務部長）

②　また、有害駆除に対する支援の仕方も市町村の財政事情により、報奨金のバラツキがあるのが現状であります。広域的に移動をするニホンジカに対して有効な対策を行う上で支障が生じています。県として統一した補助制度のもとで対策を進める考えはないかお尋ねいたします。いずれも林務部長にお伺いいたします。

１－３　　
「ボイス８１」を通じて県民の声をいかに対応していくかは重要なことであります。一生懸命努力されていることは伺えましたが、対応がやや遅いように感じられます。
　村井知事は「財政の健全化は非常に大事なことである。しかし、財政の健全化を図ることが自治体の目標でもない。自治体が一番心がけなければならないことは、住民に対しきちんと行政サービスを提供していくことが第一であり、行政改革も財政の健全化もそのための手段に過ぎない」と常々強調されております。私も、まさにそのとおりであろうと思います。
であるからこそ「ボイス８１」で市町村長さんが提案や要望をされたことは、住民の切実な声を代弁されておられるのですから、「難しい局面ですが主客を間違えないように努力していきたい」との知事のお言葉のように、「ボイス８１」で出された「県民の声」を、すぐにできるもの、時間をかけなければできないものなどありますが、「選択と集中」を図りながらも、もっとスピードをもって対応するべきと指摘いたしておきます。
２－１　　　　                                     
警察組織のあり方について
行政改革のもとで、組織の再編につきまして担当部局のご努力により、様々な意見や障害などの困難をのり越え、全てが満足できるものといかないまでも、高校や警察関係を除き概ね21年度実施の方向で進まれております。警察関係においては、依然として厳しい治安情勢にある県下にとって、平成の大合併に伴い管轄区域の問題や警察署の配置のあり方等について検討が進められ、本年２月「長野県警察組織のあり方を考える懇話会」において、「長野県警察組織のあり方について」意見書がまとまり先ごろ報告されました。
意見書では、「いかにしたら今ある限られた体制の中で、昼夜の別なくより多くの警察官を街頭に出し、日常生活の安全と安心を高めることができるのか」という観点から調査や議論を進めてこられたとしております。その上で、この意見書は今後長野県警察が組織の見直しを進めるにあたっての基本的な方針となるものであるとされております。
　
県内の治安情勢や現状については、改めてこの場で示すまでもありませんが、平成２０年４月１日現在、警察官一人当たりの負担人口は、全国平均の５０３人に対し６４６人と、全国第３位の高負担となっていること、また、それぞれ管轄区域が広範なうえに、急峻な山に囲まれ市町村間を結ぶ道路事情等が悪く、緊急時に対する対応環境は決して良好でないことだけは触れておきます。
この意見書の内容は概ね理解できるものでありますが、都市部以外の自治体の関係者や県民の皆さんの中で、警察署の配置と体制の見直しについては不安の声も多く寄せられています。そこで、組織再編及び体制の基本的な考え方についてお尋ねいたします。
①　「警察署の管轄区域と市町村の行政区域を一致させ、市町村の行政区域を分断しないことを原則として、警察署を配置すること、とすべきである。」と意見書で報告されています。一方で、隣接警察署からの距離、所要時間、管轄区域の広さ等の地理的状況から見て、事案発生時の対応に間隙を生じる恐れが大きい地域、また、高速交通網の整備が予定され、それにより治安情勢が大きく変化することが予想される地域などについては、警察署の配置を考慮する必要があると報告されています。県警察本部長は「原則論」を重点に置かれるのか、考慮する「必要論」に重きをおかれるのか、ご見解を伺います。
2 交番のあり方についても、大型化を進めるべきとの考えは、パトロールの強化、不在状態の解消などの観点から理解はできますが、隣接する交番・駐在所の統合による大型化をあくまでも進めていくのか、警察署や交番から離れている山間部の駐在所のあり方についてはどうお考えなのか。お伺いいたします。
意見書の内容を見る限り、原則論からすれば南佐久地域を含めた多くの地域が、統廃合の対象地域となると思われるような地域環境であります。南佐久に限って例を挙げさせていただけば、３県の県境の中で７警察署が隣接県にあります。幹線道路である国道１４１号は警察署所在地から県境まで約４０ｋｍ、一番遠い町村の集落まで約１時間半、面積負担は警察署の中でみると２番目と聞いています。地域の経済を潤している高原野菜の産地でもあるこの地域に、中国等からの研修生が夏場だけで１０００人ほどこられています。更に、中部横断自動車道の延伸が見込まれている。などなど、警察職員の配置や警察署の配置など、意見書を見る限り、見直しに考慮するに値する地域であります。「今後長野県警察が組織の見直しを進めるにあたっての基本的な方針となるものである」との意見書の記述を踏まえた上で、内容のあるご答弁を期待いたします。
２－２　　　

南佐久警察署は現在佐久市地籍に所在となっています。したがって所在周辺の旧臼田町も管轄内となっており、既に市町村の行政区域が分断となっている現況であります。私はむしろ旧南佐久地区、いわゆる佐久市の野沢・中込地域も含めたほうが、規模的にも地域状況からみても、更には効率的にも良いと思われるが、いかがでしょうか。県警察本部長の見解をお伺いいたします。

２－３
　地域の治安を守るための警察署のあり方は、単に市町村合併と同じように合理性だけを求めることはいかがかと思います。市町村合併は現実に進んでおり、当然ながら管轄区域と市町村の行政区域が分断されております。組織再編にあたっては現地の状況をしっかり見極め、将来に禍根を残さない見直しを進めていかれることを強く求めておきます。

３－１
野菜の生産振興と農産物輸出の促進について
　県が一昨年作成した「食と農業農村振興計画」では、農業総合算出額の目標を3000億円とし、20年度はそのスタートの年ということでありました。しかしながら、原油や肥料・飼料費が急激に高騰したことに加え、不況の影響により消費も落ち込み昨年のレストランの月別売上は、ほとんどの月で前年割れとなりました。これが青果物の売上にも影響を及ぼし、市場での販売数量が前年より少なく、農家にとって非常に厳しい年となってしまいました。
　中でも野菜は、本県の園芸作物の算出額の40％、農業全体の算出額の27％を占めている、信州の冷涼な気候を活かした「高原野菜は」、信州の重要なブランドともなっています。

残念ながら昨年は全国一の生産量を誇るレタスや同じく第2位の白菜において、7月から8月にかけ全国的な出荷の集中や消費の低迷により、価格が大きく低迷し、出荷調整も実施せざるを得ない状況となり、平年の平均価格の6割近くまで落ち込んだ時期もあったとのことであります。
　また肥料や毎日市場へ出荷する輸送費やマルチに使うフイルム代など、流通経費や資材費の高騰等で苦しむ中での安値は、野菜農家にとって大きな打撃であり、21年度産への影響も懸念されるところであります。
　さて、こうした販売・流通面の環境が悪い状況の中で、昨年佐久地域では小海町において、レタスの根腐病が初確認されたということであります。平成7年に玉レタスとしては全国で初めて川上村で見つかって以降、現在では夏場のレタス産地である佐久地域や松本地域に広がってしまっています。このレタス根腐病という病気は、レタスの栽培にとって大変厄介な病気で、県の試験場でも色々試験を行っていただき、対策をとってきているのですが、一度土壌がこの菌に汚染されると即効力のある対策はないと聞いております。しかも、根腐病の菌には「レース1」と「レース２」の2種類の菌があり、地域ごとに種類が分かれているということで、対策もそれぞれ別に行われなくてはならない農家にとって、非常に厄介な病気となっています。
　レタスの生産量は本県が全国の約3割を占め、全国一の産地となっており、佐久地域はその三分の二を占めるほどの大きな産地であり、重要な作物だけに根腐病が今後、産地にとって深刻な病気として、生産安定を妨げる要因の一つとなっています。
　是非、効果的な技術の開発をお願いしたいものであります。そこで、
1 レタス根腐病の最近の発生状況はどんな状況であるのか。また、今後どのような対応をとっていかれるのか、農政部長にお伺いいたします。
　また、こういう厳しい環境の中においても川上村においては、18年からレタスなどの輸出に取り組んでおります。18年にはレタス約7650箱やグリーンボールなどを始めて台湾へテスト輸出をし、19年にはレタス6300箱や長いもを同じく台湾へ輸出し、百貨店でフェアを開催しております。藤原村長によれば、台湾では夏場はアメリカからの輸出に依存しているということです。今まで台湾では調理して食べていたレタスを、安全で新鮮な川上産レタスはサラダで食べて美味しいということをＰＲし、大好評であったと聞いております。
　また、台湾からバイヤーも呼んで村の生産状況を見てもらうという努力もされています。20年度は台湾に加え、新たに香港にも白菜1６42箱や、レタス・キャベツなどを輸出されました。出荷価格は品質や市場動向にも左右されるようでありますが、国内市場だけでなく海外に新たに市場を開拓することで、農家の経営の安定に繋げるほか、農家の生産意欲向上につながるものと期待されております。
　しかしながら、やはり海外への販売ということで収穫から店頭に並ぶまで10日ほどかかることや、約束した日に販売するため、産地の生育状況と関係なく出荷しなければならないなど、大変苦労しながら取り組んでいると聞いております。
　県農政部では、昨年新たに長野県農産物等輸出促進協議会を設立し、香港や上海でも信州フェアを開催するなど市場の開拓に取り組まれているところであります。昨年からの円高という逆風もありますが、だからこそ、このような海外に市場を求めていこうとしている意欲ある取組みが、今後も海外で継続していけるよう、県がバックアップする必要があると考えます。
2 そこで、21年度の農産物の輸出対策はどのように進められていくのか、農政部長にお伺いいたします。
3 また、知事は海外市場で積極的に信州産の農産物の売り込みを行い、強力にＰＲをしていただきたいと思うが、いかがでしょうか。知事の意気込みをお聞かせいただきたい。
２－３
　地域の治安を守るための警察署のあり方は、単に市町村合併と同じように合理性だけを求めることはいかがかと思います。市町村合併は現実に進んでおり、必然的に管轄区域と市町村の行政区域が分断されております。事件・事案がないから見直すでなく、そこに駐在所・交番・警察署があり、警察官がいるから事件・事案がないという原点に戻り、組織再編にあたっては現地の状況をしっかり見極め、将来に禍根を残さない見直しを進めていかれることを強く求めておきます。
３－２
　レタス根腐病については新たに対策が可能となったとのことで、野菜産地にとっては朗報であります。引き続き起こり得る次の病気に対しましても、研究を続けられるなど対策に万全を期して頂きたいと要請いたしておきます。輸出対策に対しても積極的なご対応されるとのご答弁に心強く感じます。知事におかれましても野菜や果物など信州ブランドのＰＲを含め、積極的なトップセールスの予定も考慮されているようですが、是非実現を図っていただき、先の見えない暗い経済状況に一筋の明かりを灯して頂き、農業部門から産業経済の回復の兆しが図られますことを期待し質問を終わります。
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